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改正案（H29.10 改正） 現 行 

 

第 1編 共通編 

第１章 総 則 
第１節 総則 

１－１－２ ～ １－１－４［略］ 

１－１－５ 施工計画書］ 

１．受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を工事監督員に提出し

なければならない。 

受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。 

この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。 

また、工事監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。 

ただし、簡易な工事において、工事監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

(１) 工事概要          （９）安全管理 

      （２）計画工程表         （10）緊急時の体制及び対応 

      （３）現場組織表         （11）交通管理 

      （４）指定機械          （12）環境対策 

      （５）主要船舶・機械       （13）現場作業環境の整備 

      （６）主要資材          （14）再生資源の利用の促進と建設副産物適正処理方法 

（７）施工方法          （15）その他 

（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

      （８）施工管理計画 

２．～ ４． ［略］ 

１－１－６［略］ 

１－１－７ 工事実績情報サービス（コリンズ）への登録 

１．受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が５００万円以上の工事について、一般財団法人日本建設情報総合セ

ンター（以下「ＪＡＣＩＣ」という。）が実施している工事実績情報サービス（以下「コリンズ」という。）の利用に関する

規約に基づき、工事実績情報をコリンズに登録しなければならない。 

[削除] 

 

２．受注者はコリンズに登録する工事実績情報について、事前に工事監督員の確認を受けてから手続きを行うとともに、登録

時にＪＡＣＩＣが発行する「登録内容確認書」の写しを登録後速やかに工事監督員に提示しなければならない。 

３．工事実績情報の登録は、原則として以下の期限内に手続きを行うものとする。 

（１）受注時の登録は、契約締結後土曜日、日曜日及び祝日を除き１０日以内とする。 

（２）登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日及び祝日を除き１０日以内に登録する。なお、登録変更時

は、工期又は技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金のみの変更の場合は、原則として登録を必要としな

い。 

[削除] 

（３）完成時の登録は、工事完成後土曜日、日曜日及び祝日を除き１０日以内に、訂正時の登録は適宜行うものとする。た

だし、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の登録を省略できるものとする。 

 

 

第 1編 共通編 

第１章 総 則 
第１節 総則 

１－１－２ ～ １－１－６［略］ 

１－１－５ 施工計画書］ 

１．受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を工事監督員に提出しな

ければならない。 

受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。 

この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。 

また、工事監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。 

ただし、簡易な工事において、工事監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

(１) 工事概要          （９）安全管理 

      （２）計画工程表         （10）緊急時の体制及び対応 

      （３）現場組織表         （11）交通管理 

      （４）指定機械          （12）環境対策 

      （５）主要船舶・機械       （13）現場作業環境の整備 

      （６）施工方法          （14）再生資源の利用の促進と建設副産物適正処理方法 

（７）施工方法          （15）その他 

（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

      （８）施工管理計画 

２．～ ４． ［略］ 

１－１－６［略］ 

１－１－７ 工事実績情報サービス（コリンズ）への登録 

１．受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が５００万円以上の工事について、一般財団法人日本建設情報総合セ

ンター（以下「ＪＡＣＩＣ」という。）が実施している工事実績情報サービス（以下「コリンズ」という。）の利用に関する

規約に基づき、工事実績情報をコリンズに登録しなければならない。 

なお、請負代金額が５００万円以上２,５００万円未満の工事については、受注・訂正時のみ、２,５００万円以上の場合

は、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報を登録するものとする。 

２．受注者はコリンズに登録する工事実績情報について、事前に工事監督員の確認を受けてから手続きを行うとともに、登録

時にＪＡＣＩＣが発行する「登録内容確認書」の写しを登録後速やかに工事監督員に提出しなければならない。 

３．工事実績情報の登録は、原則として以下の期限内に手続きを行うものとする。 

（１）受注時の登録は、契約締結後土曜日、日曜日及び祝日を除き１０日以内とする。 

（２）登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日及び祝日を除き１０日以内に登録する。なお、登録変更時

は、工期又は技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金のみの変更の場合は、原則として登録を必要としな

い。 

ただし、請負代金２,５００万円を超えて変更する場合には、変更時登録を行うものとする。 

（３）完成時の登録は、完成通知書を提出後１０日以内に、訂正時の登録は適宜行うものとする。ただし、変更時と完成時

の間が１０日間に満たない場合は、変更時の登録を省略できるものとする。 
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改正案（H29.10 改正） 現 行 

 

１－１－８ ～ １－１－１３［略］ 

１－１－１４ 施工体制台帳及び施工体系図 

１．[略] 

２．受注者は、建設業法（昭和２４年５月２４日法律第１００号）第２４条の７第４項の規定に基づき作成した施工体系図に

ついて、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条第１項に基づき、工事関係者及び公衆が見やすい場所

に掲げるとともに、工事監督員に提示し、事前確認を受けた上で、契約担当者へ提出しなければならない。 

３．受注者は、１及び２の施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに契約担当者に提出しな

ければならない。 

４．[略]  

５．受注者は、下請負人の社会保険等加入の有無を施工体制台帳等に記載するものとし、必要書類を添付し工事監督員に事前

確認を受けた上で、契約担当者に提出しなければならない。 

６．受注者は、原則として、社会保険等未加入業者を下請契約（受注者が直接契約締結するものに限る。）以下「１次下請契約」

という。）の相手方としないこととする。 

また、[削除]提出書類により１次下請負人が社会保険等に未加入であることが判明した場合には、受注者は、発注者からの

通知に基づき具体的な理由を記載した書面（以下「理由書」という。）を速やかに発注者に提出しなければならない。 

 

 

７．～１０． [略] 

 

１－１－１５ ～ １－１－１８［略］ 

１－１－１９ 工期変更 

１．～ ４． ［略］ 

５．受注者は、契約約款第２１条に基づき工期の延長を求める場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確認され

た事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約約款第23 条第２項に

定める協議開始の日までに工期変更に関して工事監督員と協議しなければならない。 

 

１－１－２２ 建設副産物 

 １．～ ３． ［略］ 

４．受注者は、建設副産物適正処理推進要綱（農林水産大臣官房地方課長通知、最終改正平成１４年６月１８日）建設工事の

発注における再生資源の利用の促進について（平成３年１２月６日付け農林水産大臣官房地方課長通知）、建設汚泥の再生利

用に関するガイドライン（国土交通事務次官通達、平成18年6月12日）及び香川県産業廃棄物処理等指導要綱（最終改正

平成２４年４月１日）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。 

５．受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場

合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め工事監督員に提出しなければならない。 

６．受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物等

を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め工事監督員に提出し

なければならない。 

 

７． ［略］ 

 

１－１－８ ～ １－１－１３［略］ 

１－１－１４ 施工体制台帳及び施工体系図 

１．[略] 

２．受注者は、建設業法（昭和２４年５月２４日法律第１００号）第２４条の７第４項の規定に基づき作成した施工体系図につ

いて、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条第１項に基づき、工事関係者及び公衆が見やすい場所に

掲げるとともに、工事監督員に提出しなければならない。 

３．受注者は、１及び２の施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに工事監督員に提出しな

ければならない。 

４．[略]  

５．受注者は、下請負人の社会保険等加入の有無を施工体制台帳等に記載するものとし、必要書類を添付しその写しを工事監督

員に提出しなければならない。 

６．[新設] 

 

また、下請契約の請負代金の額（当該下請契約が２以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）が、３，０００万円以上

になる工事において、提出書類により１次下請負人が社会保険等に未加入であることが判明した場合には、受注者は、工事監

督員からの通知に基づき具体的な理由を記載した書面（以下「理由書」という。）を速やかに工事監督員に提出しなければな

らない。 

７．～１０． [略] 

 

１－１－１５ ～ １－１－１８［略］ 

１－１－１９ 工期変更 

１．～ ４． ［略］ 

５．受注者は、契約約款第１８条に基づき工期の延長を求める場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確認され

た事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約約款第23 条第２項に

定める協議開始の日までに工期変更に関して工事監督員と協議しなければならない。 

 

１－１－２２ 建設副産物 

 １．～ ３． ［略］ 

４．受注者は、建設副産物適正処理推進要綱（農林水産大臣官房地方課長通知、最終改正平成１４年６月１８日）建設工事の

発注における再生資源の利用の促進について（平成３年１２月６日付け農林水産大臣官房地方課長通知）、建設汚泥の再生利

用に関するガイドライン（国土交通事務次官通達、平成18年6月12日）及び香川県産業廃棄物処理等指導要綱（最終改正

平成１６年４月１日）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。 

５．受注者は、土砂、砕石又は加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合、再生資源利用計画を作成し、施工計画書

に含め工事監督員に提出しなければならない。 

 

６．受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊又は建設発生木材を工事現場から搬出する場合、

再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め工事監督員に提出しなければならない。 

 

７． ［略］ 
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改正案（H29.10 改正） 現 行 

 

１－１－２３ ～ ２８ ［略］ 

１－１－２９ 既済部分検査 

 １．～２． ［略］ 

３．受注者は、工事検査員の指示による修補について、本章１－１－２８工事完成検査４の規定に従うものとする。 

４．[略]  

 

１－１－３０ ［略］ 

１－１－３１ 部分使用 

受注者は、発注者が契約約款第３４条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合、中間検査又は工事監督員に

よる品質及び出来形等の検査（確認を含む）を受けるものとする。 

 

１－１－３２～ ３３ ［略］ 

１－１－３４ 工事中の安全管理 

１．～４． ［略］ 

５．受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう防護工事等必要な措置を講

じなければならない。特に重機械等が、架空線等上空施設の下を通過する箇所では、高さ制限を確認するための安全対策施

設（簡易ゲート）の設置や適切な誘導員の配置等、架空線等に支障を及ぼさないよう十分に注意しなければならない。 

６．～19． ［略］ 

 

１－１－３５～ ３８ ［略］ 

１－１－３９ 環境対策 

 １． ［略］ 

２．受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合、直ちに工事監督員に報告し、工事監督員の指示があればそれに応

じなければならない。 

第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、受注者は本章１－１－４３官公庁への手続き等６及び７の規定により対

応しなければならない。 

３． ［略］ 

４．資材（材料及び機材を含む。）工法、建設機械及び目的物 

（１）資材受注者は、資材（材料及び機材を含む。）、工法、建設機械及び目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏

まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律（平成12年法律第100号。「グリーン購入法」という。）」第10条に基づく「香川県グリーン購入推進ガイドライン（環

境物品等の調達の推進に関する基本方針）」に定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。 

 

 （２）～（３）［略］ 

５．～ ６． ［略］ 

１－１－４０ ～ ４１ ［略］ 

 

 

 

 

１－１－２３ ～ ２８ ［略］ 

１－１－２９ 既済部分検査 

 １．～２． ［略］ 

３．受注者は、工事検査員の指示による修補について、本章１－１－２７工事完成検査４の規定に従うものとする。 

４．[略]  

 

１－１－３０ ［略］ 

１－１－３１ 部分使用 

受注者は、発注者が契約約款第３４条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合、[新設]工事監督員による品質

及び出来形等の検査（確認を含む）を受けるものとする。 

 

１－１－３２～ ３３ ［略］ 

１－１－３４ 工事中の安全管理 

１．～４． ［略］ 

５．受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう防護工事等必要な措置を講

じなければならない。［新設］ 

 

６．～19． ［略］ 

 

１－１－３５～ ３８ ［略］ 

１－１－３９ 環境対策 

 １． ［略］ 

２．受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合、直ちに工事監督員に報告し、工事監督員の指示があればそれに応じ

なければならない。 

第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、受注者は本章１－１－４１官公庁への手続き等６及び７の規定により対

応しなければならない。 

３． ［略］ 

４．資材（材料及び機材を含む。）工法、建設機械及び目的物 

（１）資材受注者は、資材（材料及び機材を含む。）、工法、建設機械及び目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏

まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律（平成12年法律第100号。「グリーン購入法」という。）」第10条に基づく「香川県グリーン購入推進ガイドライン[新設]」

に定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。 

 

 （２）～（３）［略］ 

５．～ ６． ［略］ 

１－１－４０ ～ ４１ ［略］ 
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改正案（H29.10 改正） 現 行 

 

１－１－４２ 諸法令、諸法規の遵守 

１．受注者は、工事の実施に当たっては、当該工事に関連する法令を遵守するものとし、受注者の法令違反又は法令の不遵守

により生じた損害その他の事項に対する一切の責任は受注者が負うものとする。 

なお、工事の実施に関連すると考えられる主な法令は、次に掲げる法律及びこれらに関連する法令である。 

  （１）～(62) [略] 

[削除] 

 

（64）～(73) [略] 

 

１－１－４８ 不可抗力による損害 

１．[略] 

２．契約約款第２９条第２項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、本章１－１

－３４工事中の安全管理及び契約約款第２６条に規定する「臨機の措置」を行ったと認められないもの及び災害の一因が施

工不良等受注者の責によるとされるものをいう。 

 

１－１－４９ 特許権等 

１．～２．[略] 

３．受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権の対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を約款第

8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、工事監督員と協議しなければならな

い。 

 

１－１－５０ ～ ５１ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１－４２ 諸法令、諸法規の遵守 

１．受注者は、工事の実施に当たっては、当該工事に関連する法令を遵守するものとし、受注者の法令違反又は法令の不遵守

により生じた損害その他の事項に対する一切の責任は受注者が負うものとする。 

なお、工事の実施に関連すると考えられる主な法令は、次に掲げる法律及びこれらに関連する法令である。 

  （１）～(62) [略] 

(63）自然環境保全法                （昭和47年法律第  85号） 

 

（64）～(73) [略] 

 

１－１－４８ 不可抗力による損害 

１．[略] 

２．契約約款第２９条第２項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、本章１－１－

３３工事中の安全管理及び契約約款第２６条に規定する「臨機の措置」を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工

不良等受注者の責によるとされるものをいう。 

 

１－１－４９ 特許権等 

１．～２．[略] 

３．[新設] 

 

 

 

１－１－５０ ～ ５１ ［略］ 
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改正案（H29.10 改正） 現 行  
第２章 材 料 
第1節 ～ 第８節  ［略］ 

第９節 合成樹脂製品等 

２－９－１ 一般事項 

１．合成樹脂によるパイプ等の製品は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。 

（１） ～ （９） ［略］ 

（10）ＦＲＰＭ Ｋ１１１（強化プラスチック複合管内圧管） 

（11）ＪＩＳ Ｋ ９７９７（リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管） 

（12）ＪＩＳ Ｋ ９７９８（リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発砲三層管） 

 

２． ［略］ 

 

第１０節～第１２節 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第２章 材 料 
第1節 ～ 第８節  ［略］ 

第９節 合成樹脂製品等 

２－９－１ 一般事項 

１．合成樹脂によるパイプ等の製品は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。 

（１） ～ （９） ［略］ 

（10）ＦＲＰＭ Ｋ １１１１（強化プラスチック複合管内圧管） 

[新設] 

[新設] 

 

２． ［略］ 

 

第１０節～第１２節 ［略］ 
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改正案（H29.10 改正） 現 行 

 

第３章 施工共通事項 
第１節 ～ 第３節［略］ 

第４節 基礎工 

３－４－１ 一般事項 

受注者は、杭の打込みに当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１）  ［略］ 

（２）試験杭の施工は、設計図書に特段の定めのある場合にあっては、当該設計図書に従い行うものとし、設計図書に特段の

定めがない場合にあっては、各基礎ごとに行うものとする。 

   また、試験杭で十分な情報が得られない場合は、以降の施工方法について協議しなければならない。 

 

（３）～（９）［略］ 

（10）中掘り杭工法で施工する場合は、掘削及び沈設中における土質性状の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭先端部及び

杭周辺地盤を乱さないように、設計図書に示す深さまでで沈設するとともに必要に応じて所定の位置に保持しなければな

らない。 

また、先端処理については、設計図書に示す方法で試験杭等の打止め条件に基づき、最終打止め管理を適正に行わなけ

ればならない。杭の掘削・沈設速度は杭径や土質条件によって異なるが、試験杭により確認した現場に適した速度で行わ

なければならない。施工管理装置は、中堀り掘削・沈設及びセメントミルク噴出撹拌方式の根固部の築造時、コンクリー

ト打設方式の孔底処理に必要な施工管理項目について常時表示・記録できるものを選定しなければならない。 

なお、土質状況等により設計図書により難い場合は、工事監督員と協議しなければならない。 

 

（１１） ［略］ 

３－４－２  ［略］ 

３－４－３ 場所打杭工 

１．～６．[略] 

７．受注者は、コンクリートの打込み及び養生に当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１）～（２）［略］ 

（３）トレミー管先端は、原則として打込んだコンクリート上面から２ｍ以上入れておくこと。 

（４）～（６）［略］ 

第５節 ～ 第８節 ［略］ 

第９節 鉄筋 

３－９－１ ［略］ 

１．～３．[略] 

 

４．受注者は、設計図書に特に示さない限り、鉄筋のかぶりを保つよう、スペーサを設置するものとし、構造物の側面につい

ては１㎡当たり２個以上、構造物の底面については、１㎡当たり４個以上設置しなければならない。 

また、型枠に接するスペーサについては、コンクリート製あるいはモルタル製で、本体コンクリートと同等以上の品質を

有するものを使用しなければならない。 

なお、これ以外のスペーサを使用する場合は、工事監督員の承諾を得るものとする。 

       

第３章 施工共通事項 
第１節 ～ 第３節［略］ 

第４節 基礎工 

３－４－１ 一般事項 

受注者は、杭の打込みに当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（２）  ［略］ 

（２）試験杭の施工は、設計図書に特段の定めのある場合にあっては、当該設計図書に従い行うものとし、設計図書に特段の

定めがない場合にあっては、各基礎ごとに行うものとする。 

   [新設]  

 

（３）～（９）［略］ 

（10）中掘り杭工法で施工する場合は、掘削及び沈設中における土質性状の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭先端部及び

杭周辺地盤を乱さないように、設計図書に示す深さまでで沈設するとともに必要に応じて所定の位置に保持しなければな

らない。 

また、先端処理については、設計図書に示す方法で試験杭等の打止め条件に基づき、最終打止め管理を適正に行わなけ

ればならない。[新設] 

 

 

なお、土質状況等により設計図書により難い場合は、工事監督員と協議しなければならない。 

 

（１１） ［略］ 

３－４－２  ［略］ 

３－４－３ 場所打杭工 

１．～６．[略] 

７．受注者は、コンクリートの打込み及び養生に当たり、次の事項に注意しなければならない。 

（１）～（２）［略］ 

（３）トレミー管先端は、原則として打込んだコンクリート内に２ｍ以上入れておくこと。 

（４）～（６）［略］ 

第５節 ～ 第８節 ［略］ 

第９節 鉄筋 

３－９－１ ［略］ 

１．～３．[略] 

 

４．受注者は、設計図書に特に示さない限り、鉄筋のかぶりを保つよう、スペーサを設置するものとし、構造物の側面につい

ては１㎡当たり２個以上、構造物の底面については、１㎡当たり４個以上設置しなければならない。 

また、型枠に接するスペーサについては、コンクリート製あるいはモルタル製で、本体コンクリートと同等以上の品質を

有するものを使用しなければならない。 

なお、これ以外のスペーサを試用する場合は、工事監督員の承諾を得るものとする。 
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改正案（H29.10 改正） 現 行 

 

第１０節 ～ 第１３節 ［略］ 

第１４節 防食対策工 

３－１４－１ ［略］ 

３－１４－２ 防食対策工 

１．  ［略］ 

２．コンクリート構造物より１０m以内における埋設鋼管の現場溶接部の外面塗覆装は、水道用塗覆装鋼管ジョイントコート

（ＷＳＰ０１２[削除]）又は、水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆(ＪＩＳ Ｇ ３４４３－３）に

よるものとする。 

 

３． ～ ６． ［略］ 

第１５節 ～ 第２１節 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０節 ～ 第１３節 ［略］ 

第１４節 防食対策工 

３－１４－１ ［略］ 

３－１４－２ 防食対策工 

１．  ［略］ 

２．コンクリート構造物より１０m以内における埋設鋼管の現場溶接部の外面塗覆装は、水道用塗覆装鋼管ジョイントコート

（ＷＳＰ０１２－２０１０）又は、水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆(ＪＩＳ Ｇ ３４４３－３）

によるものとする。 

 

３． ～ ６． ［略］ 

第１５節 ～ 第２１節 ［略］ 
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改正案（H29.10 改正） 現 行 

 

第２編 工事別編 

 

第１章 ～ 第６章  ［略］ 

第７章 管水路工事 
第１節 ［略］ 

第２節 一般事項 

７－２－１ 適用すべき諸基準 

（１）～（５） ［略］ 

（６）ＷＳＰ ０１２[削除]（水道用塗覆装鋼管ジョイントコート） 

  （７）ＷＳＰ ００９[削除]（水管橋外面防食基準） 

  （８）ＷＳＰ ００２[削除]（水道用塗覆装鋼管現場施工基準） 

  （９）ＷＳＰ ００４[削除]（水道用塗覆装鋼管梱包基準） 

  （10）ＷＳＰＡ－１０１[削除]（農業用プラスチック被覆鋼管） 

  （11）ＷＳＰＡ－１０１[削除]（追補：砕石埋戻し施工要領） 

  （12）ＷＳＰＡ－１０２[削除]（農業用プラスチック被覆鋼管テーパ付き直管の製作・施工指針） 

  （13）ＦＲＰＭ－Ｇ－１１２（鋼製異形管）フィラメントワインディング成形管用 

（14）～（26） ［略］ 

７－２－２ [略] 

第３節 ～ 第５節 ［略］ 

第６節 管体工 

７－６－１  ［略］ 

７－６－２ 強化プラスチック複合管布設工 

１． ［略］ 

２．鋼製異形管 

（１）鋼製異形管、鋼製可とう管の継手、鋼製継輪の製作については、ＦＲＰＭ－Ｇ－１１２の規定によるものとする。 

据付については、本章７－６－４鋼管布設工の規定によるものとする。 

 

（２） ［略］ 

７－６－３  ［略］ 

７－６－４ 鋼管布設工 

１．工場製作 

（１）～（２） ［略］ 

（３）塗覆装 

    １）～２） ［略］ 

３）外面の塗覆装は設計図書に示すものとするが、膜厚等の詳細仕様は、表7-6-1のとおりとする。 

 

 

 

第２編 工事別編 

 

第１章 ～ 第６章  ［略］ 

第７章 管水路工事 
第１節 ［略］ 

第２節 一般事項 

７－２－１ 適用すべき諸基準 

（１）～（５） ［略］ 

（６）ＷＳＰ ０１２－２０１０（水道用塗覆装鋼管ジョイントコート） 

  （７）ＷＳＰ ００９－２０１０（水管橋外面防食基準） 

  （８）ＷＳＰ ００２－２０１０（水道用塗覆装鋼管現場施工基準） 

  （９）ＷＳＰ ００４－２００２（水道用塗覆装鋼管梱包基準） 

  （10）ＷＳＰＡ－１０１－２００５（農業用プラスチック被覆鋼管） 

  （11）ＷＳＰＡ－１０１－２００５（追補：砕石埋戻し施工要領） 

  （12）ＷＳＰＡ－１０２－２００５（農業用プラスチック被覆鋼管テーパ付き直管の製作・施工指針） 

  （13）ＦＲＰＭ－Ｇ－１１１２－２００９（鋼製異形管）フィラメントワインディング成形管用 

（14）～（26） ［略］ 

７－２－２ [略] 

第３節 ～ 第５節 ［略］ 

第６節 管体工 

７－６－１  ［略］ 

７－６－２ 強化プラスチック複合管布設工 

１． ［略］ 

２．鋼製異形管 

（１）鋼製異形管、鋼製可とう管の継手、鋼製継輪の製作については、ＦＲＰＭ－Ｇ－１１１２－２００９の規定によるもの

とする。 

据付については、本章７－６－４鋼管布設工の規定によるものとする。 

（２） ［略］ 

７－６－３  ［略］ 

７－６－４ 鋼管布設工 

１．工場製作 

（１）～（２） ［略］ 

（３）塗覆装 

    １）～２） ［略］ 

３）外面の塗覆装は設計図書に示すものとするが、膜厚等の詳細仕様は、表7-6-1のとおりとする。 
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改正案（H29.10 改正） 現 行 

 

表7-6-1 外面塗装仕様 

管 種 塗   覆   装   仕   様 厚 さ 

直管 

プラスチック被覆 

｢水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆 

(ＪＩＳ Ｇ ３４４３－３)｣ 

｢農業用プラスチック被覆鋼管(WSPA-101[削除])｣ 

2.0mm 
以上 

テーパ 

付 き 

直 管 

プラスチック被覆  

｢水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆 

(ＪＩＳ Ｇ ３４４３－３)｣ 

｢農業用プラスチック被覆鋼管(WSPA-101[削除])｣ 

2.0mm 
以上 

異形管 

プラスチック被覆 

｢水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆 

(ＪＩＳ Ｇ ３４４３－３)｣ 

｢農業用プラスチック被覆鋼管(WSPA-101[削除])｣ 

2.0mm 
以上 

 

４）～５） ［略］ 

６）屋外露出管の外面塗覆装は、設計図書に示されている場合を除き、ＷＳＰ００９[削除]に準拠する。 

７）    ［略］ 

 

２．据付 

（１）据付 

１）～３） ［略］ 

４）据付けは、ＷＳＰ００２[削除]及びＷＳＰＡ－１０２[削除]による。 

 

（２）溶接 

    １）溶接棒は、第１編２－５－３溶接材料に示す規格に適合するものでかつ、母材に適合するものでなければならない。

      また、溶接棒の取り扱いは、ＷＳＰ００２[削除]による。 

２）～６） ［略］ 

７）突き合わせ溶接の開先ルート間隔は、ＷＳＰ００２[削除]及びＷＳＰＡ－１０２[削除]による。 

８）    ［略］ 

 

（３）塗覆装 

１）～２） ［略］ 

３）プラスチック被覆鋼管における継手部外面塗覆装は、ＷＳＰ ０１２[削除]プラスチック系を基本とする。 

テーパ付き直管の継手部外面塗覆装については、ＷＳＰＡ－１０２[削除]による。 
 

 

 

 

 

 

 

表7-6-1 外面塗装仕様 

管 種 塗   覆   装   仕   様 厚 さ 

直管 

プラスチック被覆 

｢水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆 

(ＪＩＳ Ｇ ３４４３－３)｣

｢農業用プラスチック被覆鋼管(WSPA-101-2009)｣ 

2.0mm 
以上 

テーパ 

付 き 

直 管 

プラスチック被覆  

｢水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆 

(ＪＩＳ Ｇ ３４４３－３)｣

｢農業用プラスチック被覆鋼管(WSPA-101-2009)｣ 

2.0mm 
以上 

異形管 

プラスチック被覆 

｢水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆 

(ＪＩＳ Ｇ ３４４３－３)｣

｢農業用プラスチック被覆鋼管(WSPA-101-2009)｣ 

2.0mm 
以上 

 

４）～５） ［略］ 

６）屋外露出管の外面塗覆装は、設計図書に示されている場合を除き、ＷＳＰ００９－２０１０に準拠する。 

７）    ［略］ 

 

２．据付 

（１）据付 

１）～３） ［略］ 

４）据付けは、ＷＳＰ００２－２０１０及びＷＳＰＡ－１０２－２００９による。 

 

（２）溶接 

    １）溶接棒は、第１編２－５－３溶接材料に示す規格に適合するものでかつ、母材に適合するものでなければならない。

      また、溶接棒の取り扱いは、ＷＳＰ００２－２０１０による。 

２）～６） ［略］ 

７）突き合わせ溶接の開先ルート間隔は、ＷＳＰ００２－２０１０及びＷＳＰＡ－１０２－２００９による。 

８）    ［略］ 

 

（３）塗覆装 

１）～２） ［略］ 

３）プラスチック被覆鋼管における継手部外面塗覆装は、ＷＳＰ ０１２－２０１４プラスチック系を基本とする。 

テーパ付き直管の継手部外面塗覆装については、ＷＳＰＡ－１０２－２００９による。 
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表 7-6-3  継手部外面塗装仕様 

塗  覆  装  仕  様 厚    さ 

現場溶接部：ジョイントコート 

｢水道用塗覆装鋼管ジョイントコート 

 (ＷＳＰ０１２[削除])｣ 

プラスチック系の場合 

基 材:１.５ mm以上 

粘着材:１.０mm以上 

４）基礎材が砕石の場合に塗覆装の保護を目的とし、ＪＷＷＡ Ｋ １５３[削除]に規定されている耐衝撃シートを 

巻くものとする。 

なお、バルブ、可とう管、継輪についても、同様とする。 
表 7-6-4  [略] 

 

３．[略] 

７－６－５ 弁設置工 

  １．～４．[略] 

５．水弁等の内外面を塗覆装は、設計図書に示されている場合を除き、表7-6-5のとおりとする。 

表 7-6-5 弁の内外面塗装仕様 

弁箱材質 塗   覆   装   仕   様 塗膜厚 

ＦＣ 

・水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装「水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方

法（ＪＷＷＡＫ１３５[削除]）」  

・水道用合成樹脂塗料塗装「水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料塗装（Ｊ

ＷＷＡＫ１３９）」 

０.３mm

以上 

ＦＣＤ 

・水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装「水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方

法(ＪＷＷＡＫ１３５[削除])」 

・水道用合成樹脂塗料塗装「水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料塗装（Ｊ

ＷＷＡＫ１３９）」 

・エポキシ樹脂粉体塗装「水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体

塗装（ＪＷＷＡＧ１１２）」 

０.３mm

以上 

 

第７節 ～ 第１８節 ［略］ 

 

第８章 ～ 第１１章  ［略］ 
 

第１２章 ＰＣ橋工事 
第１節 ～ 第３節 ［略］ 

第４節 橋梁付属物工 

１２－４－１ ～ ７ ［略］ 

１２－４－８ 現場塗装工 

１．～ １５． ［略］ 

１６．検査 

（１）～（６）  ［略］ 

表 7-6-3  継手部外面塗装仕様 

塗  覆  装  仕  様 厚    さ 

現場溶接部：ジョイントコート 

｢水道用塗覆装鋼管ジョイントコート  

(ＷＳＰ０１２－２０１０)｣ 

プラスチック系の場合 

基 材:１.５ mm以上 

粘着材:１.０mm以上 

４）基礎材が砕石の場合に塗覆装の保護を目的とし、ＪＷＷＡ Ｋ １５３－２０１４に規定されている耐衝撃シートを 

巻くものとする。 

なお、バルブ、可とう管、継輪についても、同様とする。 
表 7-6-4  [略] 

 

３．[略] 

７－６－５ 弁設置工 

  １．～４．[略] 

５．水弁等の内外面を塗覆装は、設計図書に示されている場合を除き、表7-6-5のとおりとする。 

表 7-6-5 弁の内外面塗装仕様 

弁箱材質 塗   覆   装   仕   様 塗膜厚 

ＦＣ 

・水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装「水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方

法（ＪＷＷＡＫ１３５－２０００）」  

・水道用合成樹脂塗料塗装「水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料塗装（Ｊ

ＷＷＡＫ１３９）」 

０.３mm

以上 

ＦＣＤ 

・水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装「水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方

法(ＪＷＷＡＫ１３５－２０００)」 

・水道用合成樹脂塗料塗装「水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料塗装（Ｊ

ＷＷＡＫ１３９）」 

・エポキシ樹脂粉体塗装「水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体

塗装（ＪＷＷＡＧ１１２）」 

０.３mm

以上 

 

第７節 ～ 第１８節 ［略］ 

 

第８章 ～ 第１１章  ［略］ 
 

第１２章 ＰＣ橋工事 
第１節 ～ 第３節 ［略］ 

第４節 橋梁付属物工 

１２－４－１ ～ ７ ［略］ 

１２－４－８ 現場塗装工 

１．～ １５． ［略］ 

１６．検査 

（１）～（６）  ［略］ 
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（７）受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、塗装の品質、製造年月日、ロット番号、

色彩及び数量を工事監督員に提示しなければならない。また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表

（製造年月日、ロット番号、色彩、数量を明記）を確認し、記録、保管し、工事監督員または検査員の請求があった場合

は速やかに提示しなければならない。 

 

第５節 ～ 第６節 ［略］ 

 

第１３章  ［略］ 
第１４章  頭首工工事 
第１節 ～ 第８節 ［略］ 

第９節 管理橋上部工 

１４－９－１ ～ ４ ［略］ 

１４－９－５ プレキャストブロック桁組立工 

１． ［略］ 

２．受注者は、ブロック組立ての施工については、次の規定によらなければならない。 

（１）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用に当たり材質が樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック

同等以上で、かつ、表14-9-1に示す条件を満足するものを使用するものとする。 

これ以外の場合は、設計図書によるものとする。 

なお、接着剤の試験方法としてはＪＳＣＦ－Ｈ１０１[削除] プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤（橋げた用）品質規格

（案）コンクリート標準示方書・基準編（（公社）土木学会）によるものとする 

表14-9-1  樹脂系接着剤の標準品質規格  [略] 

 

（２）～（４）[略] 

３．～４．  ［略］ 

１４－９－６ ～ １２ ［略］  
第１５章 ～ 第２１章  ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、使用しなければならない。 

また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書、塗料成績表（製造年月日、ロット番号、色彩、数量を明記）の確認を職

員監督員に得るものとする。 

 

 

第５節 ～ 第６節 ［略］ 

 

第１３章  ［略］ 
第１４章  頭首工工事 
第１節 ～ 第８節 ［略］ 

第９節 管理橋上部工 

１４－９－１ ～ ４ ［略］ 

１４－９－５ プレキャストブロック桁組立工 

１． ［略］ 

２．受注者は、ブロック組立ての施工については、次の規定によらなければならない。 

（１）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用に当たり材質が樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック

同等以上で、かつ、表14-9-1に示す条件を満足するものを使用するものとする。 

これ以外の場合は、設計図書によるものとする。 

なお、接着剤の試験方法としてはＪＳＣＦ－Ｈ１０１－２０１３ プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤（橋げた用）品質

規格（案）コンクリート標準示方書・基準編（（公社）土木学会）によるものとする 

表14-9-1  樹脂系接着剤の標準品質規格  [略] 

 

（２）～（４）[略] 

３．～４．  ［略］ 

１４－９－６ ～ １２ ［略］ 

 

第１５章 ～ 第２１章  ［略］ 
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参考０１ 香川県工事請負契約約款、仕様書等に基づく提出様式 
 

 

［削除］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考０１ 香川県工事請負契約約款、仕様書等に基づく提出様式 
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［削除］ 
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［削除］ 
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［削除］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


